
東京都市計画地区計画の決定（世田谷区決定） 

都市計画池尻三丁目西地区地区計画を次のように決定する。 
名 称  池尻三丁目西地区地区計画 
位 置 ※  世田谷区池尻三丁目及び三宿一丁目各地内 
面 積 ※  約６．７ｈａ 

地区計画の目標 本地区は、世田谷区の東端に位置し、三軒茶屋駅から約１km、渋谷駅から約２km の距離にあり、都心からの交通の利

便性が高い位置となっている。最寄り駅は東急田園都市線の池尻大橋駅から約 450ｍの距離にあり、地区周辺部は幹線道

路等に囲まれた商業地となっている一方、地区内部は平静な住宅地となっている。また、地区の東側に位置する池尻住宅

は、建築物の老朽化等により早期の建替えが課題となっている。 
このような地区の状況を踏まえ、以下のような市街地を形成することを目標とする。 
１ 生活利便性に富み、緑豊かで良好な住環境の形成及び保全を図る。 
２ 防災性に優れた安全で安心できる都市環境の形成を図る。 
３ 住宅市街地と商業市街地とが調和した快適な市街地の形成を図る。 
４ 団地の建替えに伴い、周辺住宅地の環境に配慮した新たな住宅団地への再生を図る。 
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土地利用の方針 住宅市街地と商業市街地や幹線道路等沿道との調和のとれた健全な市街地形成を目指し、住宅団地地区と、住宅団地周

辺地区においては幹線道路等に面する商業系２地区と内側の住居系地区に区分し、それぞれ土地利用の方針を次のように

定める。 
１ 住宅団地地区 

本地区の地区特性を継承するため、池尻住宅は適切な住宅規模を有する集合住宅及び店舗等を整備する。また、周

辺道路、公園、歩道等のオープンスペースを整備することで、緑豊かで良好な住環境の維持と周辺環境の融和を図

る。 
２ 住宅団地周辺地区 
１）幹線沿道市街地地区 
国道 246 号線沿道の立地を生かし、後背住宅地との調和を図り、沿道サービス・業務機能を誘導し、良好な商業市

街地を形成する。 
２）近隣商店街地区 
地域住民の利便施設・商業施設等の誘導及び周辺住宅地区との調和を図り、良好な商業市街地を形成する。 

３）住宅地区 
緑を確保した低中層の住宅地として、ゆとりある良好な住環境の形成を図るとともに、狭あい道路の整備などによ

り防災性の向上を図る。 



地区施設の整備の方針 道路、公園、その他の公共空地について以下のように整備する。 
１ 道路 

池尻住宅西側の道路は、安全・安心な街並みを形成し、良好な住環境の確保と防災性能の向上のため、区画道路に

より地区内のネットワークを形成し、歩行者と車が安心して利用できる空間として整備を図る。 
２ 公園 

地区内の公園の利便性、防犯・防災性の向上を図るとともに、緑のある住民の憩いの場として、地区に開放する公

園・緑地を配置し、連続性のある公共空間を確保する。 
３ その他の公共空地 

ア．広場状空地：地域に開かれた広場状空地を池尻南公園と一体に整備する。 
イ．歩道状空地：池尻南公園につながる歩行空間を確保するため、道路と併設して歩道状空地を整備する。 

建築物等の整備の方針 住宅市街地と商業市街地や幹線道路等との調和及び、住宅団地地区と周辺住宅地との調和を図り、緑豊かで環境にも配慮

した健全で安全な市街地の形成を図るため、建築物等の整備の方針を以下のように定める。 
１ 適正な住宅規模を確保し、地区の健全な市街地環境の形成を図るため、建築物の用途の制限を定める。 
２ 安全でゆとりある歩行者空間の形成と良好な住環境、防災性の向上のため、壁面の位置の制限を定める。 
３ 良好な住環境等の維持、形成を図るため、建築物等の高さの最高限度を定める。 
４ 地区の良好な街並みの形成を図るため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 
５ 緑豊かで良好な住環境の形成と防災性の向上を図るため、垣又はさくの構造の制限を定める。 
６ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法という。」）第５９条の２第１項、法８６条第３項若しくは第４

項又は法第８６条の２第２項若しくは第３項の規定に基づく許可に係る建築物の容積率の最高限度については、都

市計画において定められた数値を限度とし、建築物等の高さの最高限度は、本地区整備計画に定める数値の範囲内

のものとする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

その他当該地区の整備、

開発及び保全に関する方

針 

１ 都市環境の改善、防災性の確保及びみどり豊かで潤いのある街並みを形成するため、地区内では積極的に既存樹木

の保全を図るとともに、敷地内緑化、屋上緑化、壁面緑化などにより、緑化を推進することに努める。 
２ 地区内の都市災害の防止や地下水の保全のため、建築物の敷地内に、浸透地下埋管、浸透ます、透水性舗装、透水

側溝、貯留施設など、雨水の流出を抑制するための施設を整備することに努める。 
３ 住宅団地地区では、みどりの保全を図るとともに、公園につながるアクセス路は連続性のある沿道緑化とし、周辺

環境に配慮して整備する。 
位  置 世田谷区池尻三丁目各地内 
面  積 約０．８ｈａ 
地区施設の配置及び規模 種  類 名 称 幅 員 延 長 備 考 
 道 路 区画道路１号 約６ｍ 約１３５ｍ 拡幅 

種  類 名 称 面 積 備 考 
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公 園 公園（池尻南公園） 約７６０㎡ 一部移設 
（位置形状変更） 



地区施設の配置及び規模 種  類 名 称 幅 員 延 長 備 考 
 

その他の公共空地 歩道状空地 ２ｍ以上 約１３０ｍ 新設 

名 称 面 積 備 考  
 

広場状空地 ３００㎡以上 新設 
建築物等に関する事項 名 称 住宅団地地区 
 

地区の 
区分 面 積 約０．８ｈａ 

次に揚げる建築物は建築してはならない。 
１ 共同住宅等のうち、住戸専用面積が３０㎡未満の住戸を有するもの。 
２ 勝馬投票券発売所及びこれに類するもの。 

 建築物等の用途の

制限 ※ 

主要生活道路に面する建築物の 1 階部分は、店舗又は事務所等とする。ただし、住宅、共同住宅、寄

宿舎、下宿の用途に供するものへの出入口又は、自動車車庫、車路については、この限りでない。 
 壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、次の各号に定めるところによる。 

１ 壁面線１号については、隣地境界線（公園を含む。）から５ｍ以上とする。 
２ 壁面線２号については、道路境界線から５ｍ以上とする。 
３ 壁面線３号については、道路境界線から建築物の１階部分（道路面からの高さ２．５ｍ以下の部

分）を、５ｍ以上とする。ただし、公共用の歩廊及びピロティ形式の柱、歩行者の安全上設置す

る庇等については、この限りでない。 

 建築物等の高さの

最高限度 
建築物の高さは３５ｍ以下とする。 

 建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限 

１ 建築物の屋根及び外壁は、原色を避け、落ち着いた色彩とし、周辺の環境と調和したものとする。 
２ 屋外広告物等の色彩、形態、意匠は、周辺の街並みに配慮したものとし、光源を設置する場合で

周辺環境に悪影響を及ぼすものは設置してはならない。また、腐朽、腐食、破損しやすいものは

設置してはならない。 

 垣又はさくの構造

の制限 
 道路や公園等に面する側にコンクリートブロック塀などをつくる場合には、高さ６０㎝以下とする。 
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土地利用に関する事項 １ 建築物の敷地内では、積極的に既存樹木の保全を図るとともに、敷地内緑化、屋上緑化、壁面緑

化などにより、みどり率３３％以上を確保する。 
２ 道路に面する側の接する長さの７／１０以上を緑化する。 
３ 建築物の敷地内に、浸透地下埋管、浸透ます、透水性舗装、浸透側溝、貯留施設など、雨水の流

出を抑制するための施設整備に努める。 
※は、知事同意事項 



「計画区域、地区施設の配置、地区の区分、壁面の位置については計画図表示のとおり」 
理由：老朽化した池尻団地の建替えを契機として、池尻三丁目周辺の健全なコミュニティ形成、市街地の防災性能の向上を図り良好な住環境を形成するとともに、

住宅市街地や幹線道路等沿道の商業市街地との調和のとれた健全な市街地形成を目指し、地区計画を決定する。 




